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船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 漁船 第一力丸 

   漁船登録番号 ＴＴ３－６７２８ 

   総 ト ン 数 ４.９１トン 

 

   船 種 船 名 モーターボート ＬＩＢＥＲＯ 

   船 舶 番 号 ２７２－１２０２４鳥取 

   総 ト ン 数 ５トン未満（長さ５.９５ｍ） 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年９月７日 １５時０５分ごろ 

   発 生 場 所 鳥取県岩美町田後港西方沖合 

           網代埼灯台から真方位２９８°２.１海里付近 

           （概位 北緯３５°３６.２′ 東経１３４°１５.５′） 

 

 

                       平成２１年５月２８日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁船第一力丸
りきまる

は、船長が１人で乗り組み、鳥取県岩美町田
た

後
じり

港を出港し、同港西方

沖合の漁場に向けて航行中、また、モーターボートＬＩＢＥＲＯ
リ ベ ロ

は、船長が１人で乗

り組み、知人１人を乗せ、釣りのため錨泊中、平成２０年９月７日（日）１５時 

０５分ごろ田後港西方沖合において衝突した。 

 ＬＩＢＥＲＯは、船長が胸部打撲及び頚椎捻挫を負い、船尾部右舷側に破口が生じ、
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第一力丸には、船首部にペイント剥離が生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要   

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１０月１７日、本事故の調査を担当する主管調査

官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１２月４日 現場調査及び口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、第一力丸（以下「Ａ船」という。）船長（以下「船

長Ａ」という。）及びＬＩＢＥＲＯ（以下「Ｂ船」という。）船長（以下「船長Ｂ」と

いう。）の口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船  

    Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、いか１本釣り漁業の目的で、平成２０年

９月７日１４時４１分ごろ鳥取県岩美町田後港を出港し、同港西方約１５海里

（Ｍ）の漁場に向かった。 

    船長Ａは、いつものように操舵室後方の右舷側に設けられた外部操縦席のい

すに腰を掛けて手動操舵にあたり、網代埼灯台から０５８°（真方位、以下同

じ。）１.０Ｍ付近で、左舷船首約３５０ｍにある黒島を約１５０ｍ隔てる約 

３０４°の針路に定め、機関を回転数毎分（rpm）１,７００とし、約８.０ 

ノット（kn）の速力(対地速力、以下同じ。)で航行した。 

    船長Ａは、黒島の東方に小型船２隻を視認したので、これに注意しながら航

行し、１４時４７分ごろ網代埼灯台から０３７°１.０Ｍ付近で２隻を右舷側

に約２００ｍ隔てて通過したとき、針路を漁場に向く約２７２°に転じたとこ

ろ、船首方約２.５Ｍで錨泊していたＢ船に向けて航行する態勢となった。 

    船長Ａは、外部操縦席でいすに腰を掛けて見張りを行っていたので、操舵室
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右舷側上部に突き出た見張り用の出窓（以下「出窓」という。）等により、前

方を見通すことができない状態（以下「船首死角」という。）となっていたが、

風が少し強く吹いているので、黒島付近にいる２隻のほかには、沖合で釣りを

している小型船はいないものと思い、船首死角を補う適切な見張りを行ってい

なかった。 

    船長Ａは、前夜の操業でもつれた釣り糸をいか釣り機のリールに格納せずに

そのまま船尾甲板上に置いていたことから、転針して間もなく、漁場に着くま

でにもつれをほどいておこうと思い立ち、自動操舵に切り換えて外部操縦席か

ら離れ、船尾甲板左舷側で船首方を向いて腰をおろし、操舵室によって前方を

見通すことができない状態で、釣り糸の片付け作業を始めた。 

    船長Ａは、船尾甲板上で座ったまま釣り糸の片付け作業を続けていたので、

船首方で錨泊しているＢ船に気付かなかった。 

    Ａ船は、同じ針路及び速力のままＢ船に向けて接近し、１５時０５分ごろ網

代埼灯台から２９８°２.１Ｍ付近において、Ａ船の船首部とＢ船の船尾部右

舷側とが衝突した。 

  (2) Ｂ船 

    Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人(以下「同乗者」という。)を乗

せ、真鯛釣りの目的で、平成２０年９月７日０９時４０分ごろ鳥取県岩美町蒲
が

生
もう

川河岸の係留地を発し、網代港内を通過して同港の北西２Ｍ付近の魚礁が設

置された釣り場に向かった。 

    船長Ｂは、０９時５５分ごろ網代埼灯台から２９８°２.１Ｍ付近の釣り場に

至り、船首から錨を入れて錨索を約９０ｍ延ばし、機関を停止して錨泊を始め

た。 

    船長Ｂは、船尾甲板右舷側で右舷方を向き、同乗者は、同甲板左舷側で左舷

方を向いて腰を掛け、１０時００分ごろから真鯛釣りを始めた。 

    船長Ｂは、船首がほぼ北に向いていたとき、右舷船尾方約２Ｍのところに自

船に向かって航行しているＡ船を視認したが、これまで錨泊中の自船に向かっ

て接近する漁船があれば、漁船の方で自船を避けてくれていたので、今回も近

くになればＡ船の方が自船を避けてくれるものと思い、釣りを続けながらＡ船

の動向を見守った。 

    船長Ｂは、Ａ船が自船に向首したまま至近に接近したので危険を感じたが、

どうすることもできずに衝突した。 

    船長Ｂは、１５時０７分ごろ携帯電話で海上保安庁（１１８番）に事故の発

生を通報し、両船とも自力航行して網代港に入港した。 
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 本事故の発生日時は、平成２０年９月７日１５時０５分ごろで、発生場所は、網代

埼灯台から２９８°２.１Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述並びに船長Ｂの診断書によれば、次のとおりである。 

 船長Ｂは、衝突直前に操縦席上部の屋根にしがみついたが、衝突の衝撃により胸部

を舵輪付近で強打し、約７日間の通院加療を要する胸部打撲及び頚椎捻挫を負った。

また、船首部にいた同乗者は、衝突の衝撃で海中に投げ出されたが、船長Ｂが投じた

浮環につかまってＢ船に引き上げられ、負傷しなかった。 

 船長Ａは、負傷しなかった。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述並びにＢ船の損傷写真によれば、Ａ船には、船首前端にペ

イント剥離が生じ、Ｂ船には、船尾部右舷側に破口が生じた。 

（写真４ 船尾部右舷側の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

    船長Ａ 男性 ６２歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 平成１６年３月２９日 

      免許証交付日 平成２０年６月１１日 

             （平成２６年３月２８日まで有効） 

    船長Ｂ 男性 ６２歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 昭和５６年６月１７日 

      免許証交付日 平成２０年４月１０日 

             （平成２５年４月２０日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

   船長Ａ 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりである。 

     ① 主な乗船履歴 

       昭和３７年ごろ水産会社のかに漁を操業する漁船に乗り組み、昭和 

４２年ごろ同漁船の機関長となり、その後も他の漁船で機関長を続けて
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いた。平成１６年ごろ水産会社を退職した後は、本船で主にいか１本釣

り漁業に従事していた。 

     ② 健康状態 

       健康状態は、良好で、視力は両眼とも裸眼で１.５、聴力は正常で 

あった。 

     ③ 救命胴衣の状況 

       船長Ａは、救命胴衣を着用していなかった。 

   船長Ｂ  

船長Ｂの口述によれば、次のとおりである。 

     ① 主な乗船履歴 

       操縦免許証を取得してから、何隻かの小型船を乗り換え、平成１１年

に本船を購入して以降は、週に１回程度衝突場所付近に釣りに出かけて

いた。 

     ② 健康状態 

       健康状態は、良好で、視力は両眼とも裸眼で１.５、聴力は正常で 

あった。 

     ③ 救命胴衣の状況 

       船長Ｂ及び同乗者は、いずれも救命胴衣を着用していなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     漁船登録番号  ＴＴ３－６７２８ 

     主たる根拠地  鳥取県岩美町 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ４.９１トン 

     Ｌ r×Ｂ×Ｄ  １０.９７ｍ×２.４０ｍ×０.８０ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ５０(漁船法馬力数) 

     推 進 器  プロペラ１個 

     進 水 年 月  昭和５５年１月 

     用    途  漁船 

   (2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  ２７２－１２０２４鳥取 
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     船 籍 港  鳥取県鳥取市 

     船舶所有者  個人所有 

     Ｌ r×Ｂ×Ｄ  ５.９５ｍ×２.１３ｍ×０.９５ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ４９kＷ（連続最大） 

     推 進 器  プロペラ１個 

     最大搭載人員  旅客６人、船員１人計７人 

     進 水 年 月  昭和５９年７月 

     用    途  釣り船 

 

 2.5.2 積載状態  

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、出港時の喫水は、船首０.２５ｍ、船尾１.００ｍ

であった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、出港時の喫水は、船首０.４ｍ、船尾０.６ｍで 

あった。 

 

 2.5.3 設備及び性能等 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述及び船体写真によれば、次のとおりである。 

     船体中央部から少し後方に甲板上の高さが約１.６ｍの操舵室があり、同室

には、操舵装置、磁気コンパス、レーダー、ＧＰＳプロッター及び魚群探知

機が設置されていた。さらに、操舵室後方右舷側の外部操縦席には、操舵輪、

機関操縦レバー及び遠隔管制器が設置されており、操舵室又は外部操縦席の

いずれでも操舵ができるようになっていた。また、音響信号装置として電気

ホーンが装備されていた。事故当時、船体、機関及び機器類には、不具合又

は故障はなかった。 

（写真２ 外部操縦席 参照) 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、次のとおりである。 

     船体中央から少し前方に操舵室があり、ＧＰＳプロッター及び魚群探知機

が設置されていたが、レーダーは装備されていなかった。また、汽笛などの

音響信号装置は装備されていなかった。事故当時、船体、機関及び機器類に
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は、不具合又は故障はなかった。 

    （写真３ Ｂ船 参照) 

 

 2.5.4 Ａ船の構造物 

  船長Ａの口述及び船体写真によれば、次のとおりである。 

   (1) 外部操縦席 

     外部操縦席のいすは、座面が甲板上約１.０５ｍの高さにあり、船長Ａが同

いすに腰を掛けると、肩より上方が操舵室の屋根から上に出て、前方の見張

りを行うことができる状況であった。 

   (2) 出窓 

     操舵室右舷側の屋根上には、長さ約１ｍ、幅約６６㎝、高さ約５０㎝の四

角形で四面がガラス窓となっている出窓が取り付けられており、操舵室内で

立って同窓内に顔を出し、見張りを行うことができるようになっていた。 

   (3) その他の構造物 

     操舵室の船首側には、機関室の囲壁があり、その前端に直径約３５㎝の煙

突が、船首部には直径約１６㎝の中央マストが、船首部には船首マストが設

けられていた。また、船首マストから操舵室上部にかけて甲板上約２.２ｍの

高さに集魚灯が１０個吊り下げられていた。両舷舷側には、いか釣り機が合

計１０台設置されていた。 

    （写真１ Ａ船、写真２ 外部操縦席 参照) 

 

 2.5.5 Ａ船の見通しの状況 

   (1) 事故当時、船長Ａが外部操縦席のいすに腰を掛けた姿勢では、眼高が甲板

上約１.７ｍであることから、外部操縦席の前方約５０㎝にある出窓により、

正船首から右舷側に約８°及び左舷側に約２９°の範囲が死角となる状態で

あった。また、出窓は、四面のガラス窓がいずれも汚れていて、前後のガラ

ス窓越しに前方を十分に見通すことができなかった。 

   (2) 船長Ａが船尾甲板上で立った姿勢では、前方を見通すことができなかった。 

   (3) 船長Ａが船尾甲板左舷船首側で腰をおろした姿勢では、前方を見通すこと

ができなかった。 

 

 2.5.6 Ａ船の見張り等の状況 

  船長Ａの口述によれば、次のとおりである。 

   (1) 船長Ａは、外部操縦席のいすに腰を掛けて操船していたが、出窓などによ

る船首死角が生じていたので、いつもは出窓の右側から前方を見通しており、
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左舷前方の見張りを行うときには、いすから離れて左舷側に移動する必要が

あった。 

   (2) 船長Ａは、３～４Ｍ前方に僚船がいるのを目視していたが、風が少し強く

吹いているので、釣りをしている船舶はいないものと思っていた。 

   (3) 船長Ａは、レーダーを、主に港内を航行する場合と漁場で僚船との距離を

測定するために使用している。外部操縦席で操船していたので、いすから離

れたときに操舵室後部のドア越しにレーダー画面を一見した。 

   (4) 船長Ａは、針路を２７２°に転じた後は、自動操舵に切り替え、船尾甲板

左舷側で甲板上に腰をおろし、前方を向いた姿勢で、もつれた釣り糸をほど

く作業を行っていたので、Ｂ船に気付かなかった。 

 

 2.5.7 Ｂ船の見張り等の状況 

  船長Ｂの口述によれば、次のとおりである。 

   (1) 船長Ｂは、船尾甲板右舷側で腰をおろし、釣りをしながら見張りをしてお

り、自船に向けて接近するＡ船の動向を見守っていた。 

   (2) 船長Ｂは、毎週１回程度、衝突場所付近で釣りをしており、過去に何度も

自船の近くを漁船が通り過ぎる際、自船に接近したところで漁船の方で避け

てくれていたので、今回もＡ船が接近してから避けてくれるものと思ってい

た。 

   (3) 船長Ｂは、汽笛など有効な音響信号装置を備えていなかったので、Ａ船に

対して有効な音響信号を行うことができなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値 

  事故現場の南西方１２.５㎞に位置する湖
こ

山
やま

地域気象観測所の観測値は、次のとお

りであった。 

  １４時５０分 風向 北、風速 ６m/s、降水量 ０.０㎜ 

  １５時００分 風向 北、風速 ６m/s、降水量 ０.０㎜ 

 

 2.6.2 乗組員等の観測 

  船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、事故当時の気象及び海象は、次のとおりで 

あった。 

   (1) 船長Ａ 

    天気曇り、風向は北東、波の状態からみて風力３で、事故現場付近から約７

Ｍ隔てた賀
か

露
ろ

漁港付近がはっきりと視認でき、波高は１.０～１.５ｍであった。 
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   (2) 船長Ｂ 

     天気晴れ、風向はほぼ北、風速約４m/s で、視程は４～５km で、波高は約

０.５ｍであった。 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、衝突場所は、田後港(港則法の適用港)の西方約

３Ｍ付近であり、魚礁が設置されていることから、日ごろから釣りをする小型船が見

受けられる。また、同場所は、田後港西方沖合の漁場に向かう漁船の航行経路付近に

あたり、漁船等が往来する海域である。事故当時に同魚礁付近で錨泊していたのは、

Ｂ船だけであった。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故に至る経路、事故発生日時場所及び事故の状況の解析 

 3.1.1 事故に至る経路 

  ２.１から、次のとおりと考えられる。 

   (1) Ａ船 

     Ａ船は、平成２０年９月７日１４時４１分ごろ田後港を出港して同港西方

約１５Ｍの漁場に向かい、網代埼灯台から０５８°１.０Ｍ付近で、針路を約

３０４°に定め、機関回転数１,７００rpm の約８.０kn の速力で航行した。 

     Ａ船は、１４時４７分ごろ網代埼灯台から０３７°１.０Ｍ付近で、漁場に

向く約２７２°の針路に転じたところ、船首方２.５Ｍ付近で錨泊中のＢ船に

向けて航行することになり、約８.０kn の速力で衝突した。 

   (2) Ｂ船 

     Ｂ船は、平成２０年９月７日０９時４０分ごろ蒲生川河岸の係留地を発し、

網代港北方４Ｍ付近の魚礁が設置された釣り場に向かい、０９時５５分ごろ

同釣り場に至り、機関を停止して錨泊し、１０時００分ごろから釣りを始め

た。 

     Ｂ船は、船首をほぼ北に向けて錨泊中に衝突した。 

 

 3.1.2 事故発生日時場所 

  ２.１から、衝突日時は、平成２０年９月７日１５時０５分ごろで、衝突場所は、

網代埼灯台から２９８°２.１Ｍ付近であったものと考えられる。 
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 3.1.3 事故の状況 

  ２.１、２.３及び 3.1.1 から、Ａ船の船首部と錨泊中のＢ船の船尾部右舷側とが

ほぼ直角に衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 人の死亡、行方不明及び負傷の状況 

 ２.２から、船長Ｂは、約７日間の通院加療を要する胸部打撲及び頚椎捻挫を負った

ものと考えられる。 

 

３.３ 事故の要因の解析 

 3.3.1 乗組員及び船舶の状況  

   (1) 乗組員 

     ２.４から、船長Ａ及び船長Ｂは、いずれも適法で有効な操縦免許証を有し

ていた。 

   (2) 船舶 

     2.5.3 から、Ｂ船は、有効な音響信号装置を備えていなかったが、両船と

も船体、機関及び機器類には、不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

 

 3.3.2 Ａ船の見張りの状況 

  ２.１、2.5.5 及び 2.5.6 から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 外部操縦席でいすに腰を掛けた姿勢で見張りを行うと、出窓等による船首

死角が広範囲に生じていた。また、出窓のガラスが汚れていたことから、外

部操縦席から同窓越しには、船首方向を見通すことができなかった。 

   (2) 船長Ａは、転針前には、出窓によって生じた船首死角を補う適切な見張り

を行っていなかった。 

   (3) 船長Ａは、レーダーを活用していなかった。 

   (4) 船長Ａは、転針後に船尾甲板左舷側で腰をおろして釣り糸の片付け作業を

行い、適切な見張りを行っていなかったので、船首方で錨泊中のＢ船の存在

に気付かなかった。 

 

 3.3.3 Ｂ船の見張りの状況 

  ２.１及び 2.5.7 から、次のとおりである。 

   (1) 船長Ｂは、船尾甲板右舷側で右舷側を向いて腰をおろし、釣りをしながら

見張りを行い、自船に向けて接近するＡ船を視認していたが、Ａ船の動向を

見守るのみであったものと考えられる。 

   (2) 船長Ｂは、衝突場所付近で過去に何度も漁船が自船の近くを通り過ぎる際、
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自船に接近したところで漁船の方が避航してくれていたので、いずれＡ船が

自船を避けてくれるものと思っていた可能性があると考えられる。 

 

 3.3.4 気象及び海象 

  ２.６から、事故当時は、天気曇り、風向北、風力３、視界は良好で、波高は約 

０.５ｍであったと考えられる。 

 

 3.3.5 事故発生に関する解析 

  ２.１、2.5.7、3.3.2 及び 3.3.3 から、次のとおりである。 

   (1) 船長Ａは、転針前には、外部操縦席でいすに腰を掛けて操船しており、出

窓等によって生じた船首死角を補う適切な見張りを行っていなかったものと

考えられる。 

   (2) 船長Ａは、レーダーを活用していなかったものと考えられる。  

   (3) 船長Ａは、風が少し強く吹いているので、釣りをしている船舶はいないも

のと思っていた可能性があると考えられる。 

   (4) 船長Ａは、船尾甲板に腰をおろして釣り糸の片付け作業を行い、適切な見

張りを行っていなかったので、船首方で錨泊中のＢ船に気付かなかったもの

と考えられる。 

   (5) 船長Ａは、Ｂ船に気付かなかったので、Ｂ船に向首したまま航行したもの

と考えられる。 

   (6) 船長Ｂは、自船に向かって接近するＡ船の動向を見守るのみであったもの

と考えられる。 

   (7) 船長Ｂは、いずれＡ船が自船を避けてくれるものと思っていた可能性があ

ると考えられる。 

   (8) 船長Ｂは、Ｂ船に汽笛などの有効な音響信号装置を備えていなかったので、

Ａ船に対して自船の存在を示す有効な音響信号を行うことができなかったも

のと考えられる。 

     なお、Ｂ船が有効な音響信号を行うことができなかったことは、本事故の

発生に関与した可能性があると考えられる。 

 以上のことから、船長Ａが適切な見張りを行っていなかったこと、及び船長Ｂが自

船に向かって接近するＡ船の動向を見守るのみであったことにより、両船が衝突した

ものと考えられる。 
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４ 原 因 

 

 本事故は、鳥取県岩美町田後港西方沖合において、漁場に向けて航行中のＡ船が、

錨泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船に向けて航行し、釣りのため錨泊中のＢ船が、自船に

向かって接近するＡ船の動向を見守るのみであったため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

 船長ＡがＢ船に気付かず、Ｂ船に向けて航行したのは、船尾甲板に腰をおろして釣

り糸の片付け作業を行い、適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えら

れる。 

 船長Ａが適切な見張りを行っていなかったのは、風が少し強く吹いているので、釣

りをしている船舶はいないものと思っていたことによる可能性があると考えられる。 

 船長Ｂが自船に向かって接近するＡ船の動向を見守るのみであったのは、いずれＡ

船が自船を避けてくれるものと思っていたことによる可能性があると考えられる。 

 Ｂ船が有効な音響信号を行うことができなかったことは、本事故の発生に関与した

可能性があると考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 

鳥取県岩美町 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 外部操縦席 
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写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 船尾部右舷側の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




